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上水道規則第５号

長浜水道企業団職員就業規則の一部を改正する規則

長浜水道企業団職員就業規則(平成６年上水道規則第４号)の一部を次のように改正す

る。

第２条第１項第２号中「、経営戦略官」を削る。

第３４条第１項中「１の年」を「１の年度」に改め、同項中「(会計年度任用職員にあ

っては、１年度。以下同じ。)」を削り、同項第２号中｢当該年｣を｢当該年度｣に、｢その年｣

を｢その年度｣に改め、同項第３号中｢当該年｣を｢当該年度｣に、｢前年｣を｢前年度｣に改め、

同条第２項中｢当該年｣を｢当該年度｣に、｢翌年｣を｢翌年度｣に改める。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前から引き続き在職する職員の令和６年度において使用することができ

る年次有給休暇の日数については、この規則による改正後の第３４条の規定にかかわらず、この

規則による改正前の第３４条の規定により令和６年において使用することができることとされた年

次有給休暇の日数（同年１月１日から同年３月３１日までの間に年次有給休暇を使用した場合に

あっては、その日数を減じて得た日数）に５日（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤

務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し企業長が定め

る日数）を加えた日数とする。


